
長寿医療制度のこれまでの主な改善策について（１）

その他

被用者保険
の被扶養者

７０歳から７４歳
の医療費の自己負
担増
（１割→２割）

低所得者

年金からの
支払い

Ｈ２０年３月以前 ４月 ６月

Ｈ１９.１０.３０

与党ＰＴとりまとめ

Ｈ２０.４.１

法律施行

平成２０年４月
から１年間凍結

平成２０年４月から９
月まで保険料徴収を
凍結、１０月から平成
２１年３月まで９割軽減

５月 ７月 ８月 ９月

４.１５

第１回の年金
からの支払い

６.１２

政府・与党とりまとめ

均等割のさらなる軽減
平成２０年度：均等割７割軽減世帯

→ ８．５割軽減

平成２１年度：均等割７割軽減世帯
のうち、被保険者の全員が年金収入
８０万円以下の世帯→９割軽減

所得割の軽減
平成２０・２１年度：所得の低い方
（年金収入１５３万円から２１１万まで）
について、所得割を５０％程度軽減

９.９

与党ＰＴとりまとめ

口座振替への切替
・国保の保険料を確実に納付してい

た方（本人）が口座振替により納付
する場合

・世帯主又は配偶者がいる方（年金
収入が１８０万円未満の方）でその
口座振替により納付する場合

終末期相談支援料の凍結

平成２１年４月から
１年間凍結

平成２１年４月から
１年間９割軽減

７.２５

口座振替
へ切替を

可能とする
政令改正

一般病棟に長期入院
している高齢の脳卒中
患者・認知症患者に

関する診療報酬につき
一定の要件を満たす方

を減額対象外とする

７.１７

与党ＰＴ
とりまとめ

２１年度も
実施が
必要

２１年度も
実施が
必要

平成２１年１月施行
の措置
・７５歳到達月に自己負
担が増加しないための
特例の創設
・自己負担割合が１割
から３割になる被保険
者について１割に戻す
ための基準の見直し
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長寿医療制度のこれまでの主な改善策について（２）

その他

被用者保険
の被扶養者

７０歳から７４歳
の医療費の自己負
担増
（１割→２割）

低所得者

年金からの
支払い

Ｈ２０年１０月 １１月 Ｈ２１年１月１２月 ２月 ３月 Ｈ２１年４月～

１０.１５

第４回の年金からの
支払い

（被扶養者等からの
年金の支払開始）

保険料軽減の財源

平成２１年度以降の保険
料軽減について、全額
国費で対応する

１１.１８

与党ＰＴとりまとめ

口座振替の選択制

７月２５日の政令改正の
２つの要件を撤廃し、
原則として口座振替と
年金からの支払いの
選択制とする

１２.下旬

口座振替
の選択制の
政令改正

平成２１年度も
１年間凍結
（平成２０年度１次補正で計上）

平成２１年度も
１年間９割軽減延長
（平成２０年度１次補正で計上）

均等割の軽減
（９割軽減）

所得割の軽減
（５割軽減）

（平成２０年度２次補正で計上）
※平成２２年度以降の財源について
は、改めて調整。

４.１５

平成２１年度第１回の年金からの支払い
（口座振替の選択をした方は、年金から

の支払いが中止される）
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